
処分年月日 建築士の氏名
一級・二級・
木造の別

登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実

令和6年3月25日 栃　尾　利　昌 二級 第八鹿６８号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和6年3月25日 今　垣　卓　也 二級 第三田１０３号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和5年3月31日 西　川　　　均 二級 第浜坂７６号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和3年12月24日 石　田　　　健 二級 第２８００６０１号
令和４年４月１日から
２月間の業務停止

　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 福　元　和　宏 二級 第３５００８９号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 藤　瀬　秀　政 二級 第神戸１０３４号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 山　野　建　作 二級 第神戸３６３６号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。
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令和2年11月24日 新　徳　浩　哉 二級 第阪神１９９５号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 山　口　雅　子 二級 第阪神２８８３号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 黒　田　智　彦 二級 第２００５５２号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 劉　　  長　煜 二級 第神戸３２３６号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 頼　末　康　也 二級 第４５０４１０号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 矢　作　紀　子 二級 第神戸３１０６号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 安　水　盛　徳 二級 第４５０３３８号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 遠　藤　研　吾 二級 第１０００７７号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。



令和2年11月24日 小　川　武　知 二級 第２８００２０４号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年11月24日 竹　松　義　紘 二級 第１００６８３号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年1月20日 波 多 野 良 次 二級 第１００８７号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年1月20日 大　道　章　孝 二級 第阪神３７０７号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年1月20日 武　内　　　茂 二級 第阪神２６３号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和2年1月20日 岡　本　次　郎 二級 第洲本２９０号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

令和元年6月11日 麻　田　　　茂 二級 第浜坂７９号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成31年3月22日 石　田　　　健 二級 第２８００６０１号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。



平成30年3月15日 平　塚　　　徹 二級 第阪神２０２５号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 坂　上　　　謀 二級 第６１２０号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 知　念　正　信 二級 第１１２２９号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 木　村　眞　介 二級 第神戸１１９６号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 中　山　竹　信 二級 第上郡１１８号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 熊　本　喜　富 二級 第阪神１６８２号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 森　川　和　彦 二級 第竜野３５９号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 今　垣　卓　也 二級 第三田１０３号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。



平成29年12月28日 小　林　誠　二 二級 第加古川１１６０号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 田 里 千 恵 美 二級 第豊岡２１５号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。

平成29年12月28日 中 大 路 秀 樹 二級 第２００２９１号 戒告
　左記の二級建築士は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２第２号
に規定する二級建築士定期講習を建築士法施行規則（昭和25年建設省令第
38号）第17条の36に規定する期間内に受講しなかった。


